
令和４年９月５ 日 

都市整備政策部都市計画課 

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う 

高度地区の変更について 

 

１ 主旨 

区では、都市整備方針でめざす将来都市像の実現、社会情勢の変化等に対応するため、

平成３１年に区内全域の高度地区を変更した。 

変更にあたっては、まず平成２９年に「建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見

直しの基本的考え方（以下「基本的考え方」という。）」を策定し、その中で、一般規制と

して地域の実態等をふまえた建築物の高さの最高限度に見直すとともに、公共的な空地の

確保や敷地内の緑化の推進など、市街地環境の向上に資する建築等については、一般規制

を超える高さの上限を設定し、住環境の向上を「誘導」することとした。 

この度、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）（以下「長

期優良住宅法」という。）の一部改正により、長期優良住宅法第５条第１項に基づく認定長

期優良住宅について、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の改善に資すると認められる

場合には、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和することが規定された（第１８条）。 

このことについて、基本的考え方に則し、市街地の環境の改善に資すると認められる場

合の高度地区の特例として定めた総合設計許可制度及びマンション建替え等円滑化法容積

許可制度と同様の誘導が期待できることから、都市計画の変更を行うこととした。 

このたび、世田谷区都市計画審議会から答申を受け、高度地区を変更するため報告す

る。 

 

２ これまでの経緯 

令和３年 ５月 長期優良住宅法一部改正 公布 

令和４年 ２月 長期優良住宅法一部改正 施行 

 ４月 都市計画審議会（１７条予告） 

    都市整備常任委員会（案の報告） 

６月 都市計画法第１７条による高度地区変更（案）の公告・縦覧 

 ７月 都市計画審議会（諮問） 

 

３ 長期優良住宅法第１８条による制度の概要 

別紙１参照 

 

４ 高度地区変更（案）について 

  「９ 総合設計許可制度等を活用する建築物の特例」に、長期優良住宅法第１８条に

基づく許可を受けた建築物について規定する。 

 

５ 高度地区変更（案）に対する縦覧・意見書について 

（１）縦覧期間及び意見提出期間：令和４年６月９日～令和４年６月２３日 

（２）意見書の提出：なし 
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６ 今後のスケジュール（予定） 

  令和４年１０月 都市計画変更決定・告示  
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長期優良住宅法第１８条による制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期優良住宅の認定の主な要件 

・劣化対策 ・耐震性 ・維持管理、更新の容易性 ・可変性 

 ・省エネルギー性 ・バリアフリー性 ・居住環境 ・住戸面積 

 ・維持保全計画 

 

 

 

 

 

 

  

（第１８条）容積率緩和の主な要件 

・敷地面積の最低限度 ・一定の公開空地の確保 ・外壁面の後退 

・防災施設の設置 ・建築物の環境性能の向上 ・緑化 

認定長期優良住宅について、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に

資すると認められる場合に、容積率制限を緩和します。 

 

※長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良住宅

のことです。所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることが

できます。根拠法の長期優良住宅法は、従来のスクラップアンドビルド型の社会からスト

ック活用型の社会への転換を目的としています。 

 

（通常の建築計画） 

 
長期優良住宅の認定 

＋ 

第１８条による許可 

公開空地等 

容積率の緩和 

＋ 

○長期優良住宅の普及の促進に関する法律（抜粋） 

（容積率の特例） 

第十八条 その敷地面積が政令で定める規模以上である住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に

基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁が交通上、安

全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率（建築面積の敷地面積に対する割合をいう。）、

容積率（延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。）及び各部分の高さに

ついて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可し

たものの容積率は、その許可の範囲内において、同法第五十二条第一項から第九項まで又は第五十

七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。 

別紙１ 
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東京都市計画高度地区の変更（世田谷区決定） 

 

都市計画高度地区を次のように変更する。 

面積欄の（ ）内は変更前を示す。 

    は変更箇所(追加)を示す。 

種 類 面 積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 
備

考 

（
最
高
限
度
） 

第１種 

高度地区 

約   ha 

2,904.3 

(2,906.2） 

建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さによる。以下同

じ。）は、当該部分から前面道路の反対側の境界線、又は隣

地境界線までの真北方向の水平距離の 0.6 倍に５メートル

を加えたもの以下とする。 

 

第２種 

高度地区 

約  ha 

70.9  

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側

の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が８メ

ートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の 1.25 倍に５

メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が

８メートルを超える範囲にあっては、当該真北方向の水平距

離から８メートルを減じたものの 0.6 倍に１５メートルを

加えたもの以下とする。 

第３種 

高度地区 

約  ha 

173.3 

 

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側

の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が８メ

ートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の 1.25 倍に１

０メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離

が８メートルを超える範囲にあっては、当該真北方向の水平

距離から８メートルを減じたものの 0.6 倍に２０メートル

を加えたもの以下とする。 

１５ｍ 

第１種 

高度地区 

約  ha 

13.0 

1. 建築物の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）

は、１５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の

0.6 倍に５メートルを加えたもの以下とする。 

１６ｍ 

第１種 

高度地区 

約  ha 

124.1 

1. 建築物の高さは、１６メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

の 0.6 倍に５メートルを加えたもの以下とする。 

１６ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 

8.3 

 

1. 建築物の高さは、１６メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が

８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の 1.25

倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水

平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当該真北方

向の水平距離から８メートルを減じたものの 0.6 倍に１

５メートルを加えたもの以下とする。 
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（
最
高
限
度
） 

１９ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 

1,648.2 

 

1. 建築物の高さは、１９メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6 倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

 

２５ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 

147.5 

（145.6） 

1. 建築物の高さは、２５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6 倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

２８ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 

10.5 

 

1. 建築物の高さは、２８メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6 倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

３１ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 

154.5 

1. 建築物の高さは、３１メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6 倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

４５ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 

47.1 

 

1. 建築物の高さは、４５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6 倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 
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（
最
高
限
度
） 

２５ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 

5.6 

1. 建築物の高さは、２５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6 倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

 

２８ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 

77.6 

 

1. 建築物の高さは、２８メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6 倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

 

３１ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 

75.5 

 

1. 建築物の高さは、３１メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6 倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

４５ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 

92.6 

1. 建築物の高さは、４５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6 倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

小 計 

約  ha 

5,552.9 
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（
最
高
限
度
） 

 

１ 制限の緩和 

この規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。ただし、

第２号の規定については、北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部

分の高さの最高限度（以下「斜線型高さ制限」という。）が定められている場合におい

て、その高さを算定するときに限る。 

(1) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するもの（以下「水面

等」という。）がある場合又は敷地の北側の隣地境界線に接して水面等がある場合に

おいては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面等に接する隣地境界線は、

当該水面等の幅の２分の１だけ外側にあるものとみなす。 

(2) 敷地の地盤面が北側の隣地（北側に前面道路がある場合においては、当該前面道

路の反対側の隣接地をいう。以下同じ。）の地盤面（隣地に建築物がない場合におい

ては、当該隣地の平均地表面をいう。以下同じ。）より１メートル以上低い場合にお

いては、当該敷地の地盤面は当該高低差から１メートルを減じたものの２分の１だ

け高い位置にあるものとみなす。 

 

２ 一定の複数建築物に対する制限の特例 

(1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「基準法」という。）第８６条第

１項及び第３項（同法第８６条の２第８項においてこれらの規定を準用する場合を

含む。）の規定による一団地については、当該一団地を当該１又は２以上の構えを成

す建築物の一の敷地とみなす。 

(2) 基準法第８６条第２項及び第４項（同法第８６条の２第８項においてこれらの規

定を準用する場合を含む。）の規定による一定の一団の土地の区域については、当該

一定の一団の土地の区域を当該区域内の建築物の一の敷地とみなす。 

 

３ 既存不適格建築物等に対する適用の除外 

この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事

中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分

に対しては、当該規定は適用しない。 

 

４ 一団地の住宅施設等に係る建築物に対する適用の除外 

次の各号のいずれかに該当する建築物については、この規定による建築物の高さの

最高限度から斜線型高さ制限を除いた建築物の高さの最高限度（以下「絶対高さ制限」

という。）に係る規定は適用しない。 

(1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第８条第１項第

３号の規定による高度利用地区に係る建築物 

(2) 法第１１条第１項第８号の規定による一団地の住宅施設に係る建築物 
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（
最
高
限
度
） 

 

５ 特定行政庁の許可による特例 

次の各号の一に該当する建築物で特定行政庁（当該建築物に関する建築基準法上の

事務について権限を有する特定行政庁をいう。以下同じ。）が許可したものについては、

斜線型高さ制限に係る規定は適用しない。この場合において、特定行政庁は、第２号

又は第３号に該当するものについて許可するときは、あらかじめ、建築審査会の同意

を得るものとする。 

(1) 都市計画として決定した一団地の住宅施設に係る建築物で、土地利用上適当と認

められるもの 

(2) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「施行令」という。）第１

３６条に定める敷地内の空地及び敷地面積の規模を有する敷地に総合的な設計に

基づいて建築される建築物 

(3) その他公益上やむを得ないと認め、又は周囲の状況等により環境上支障がないと

認められる建築物 

 

６ 地区計画等の区域内の建築物の特例 

(1) 法第１２条の４第１項の規定により定められた同項各号に掲げる計画の区域の

うち、法第１２条の５第２項第１号に規定する地区整備計画、密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号）第３２条第２項第２

号に規定する防災街区整備地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律

（昭和５５年法律第３４号）第９条第２項第１号に規定する沿道地区整備計画（以

下「地区整備計画等」という。）において建築物の高さの最高限度に係る規定（以下

「地区計画規定」という。）を有する区域においては、絶対高さ制限に係る規定を当

該地区計画規定に読み替えて適用する。ただし、当該地区計画規定において建築物

の高さの最高限度の制限が適用されない建築物又は建築物の部分は、この限りでな

い。 

(2) 本項の規定を告示する日において、既に定められた地区整備計画等に地区計画規

定を有する区域においては、第１号の本文の場合において読み替えて適用する絶対

高さ制限の上限を、次の表左欄に掲げる高度地区の種類の区分に応じ、同表右欄に

定めるものとする。 

 

 

 

既に地区計画規定を有する区域における絶対高さ制限の上限

高度地区の種類 絶対高さ制限の上限

15ｍ第１種高度地区、16ｍ第１種高度地区 30ｍ

16ｍ第２種高度地区、19ｍ第２種高度地区
25ｍ第２種高度地区、28ｍ第２種高度地区
31ｍ第２種高度地区、45ｍ第２種高度地区
25ｍ第３種高度地区、28ｍ第３種高度地区
31ｍ第３種高度地区、45ｍ第３種高度地区

45ｍ
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（
最
高
限
度
） 

 

７ 市街地環境の向上に資する建築物の特例 

(1) 周辺環境に対し一定の配慮が図られ、市街地環境の向上に資する建築物（敷地面

積が５００平方メートル以上の建築物に限る。）であると区長が認めたものに係る絶

対高さ制限については、次の表左欄に掲げる高度地区の種類の区分に応じ、同表右

欄に定める値を上限として、区長が定める値とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 周辺環境に対し一定の配慮が図られ、市街地環境の向上に資する建築物（敷地面

積が３，０００平方メートル以上の建築物に限る。）であると区長が認めて許可した

ものに係る絶対高さ制限については、次の表左欄に掲げる高度地区の種類の区分に

応じ、同表右欄に定める値を上限として、区長が定める値とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 第１号及び第２号の規定は、６「地区計画等の区域内の建築物の特例」の規定（第

１号ただし書きの規定を除く。）の適用を受ける建築物には適用しない。 

(4) 区長は、第２号の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ学識経験者

等で構成する委員会の意見を聴くものとする。 

 

８ 公益上やむを得ない建築物等の特例 

公益上やむを得ない、又は周囲の状況等により環境上支障がない建築物として区長

が認めて許可したものは、絶対高さ制限に係る規定は適用しない。この場合において、

区長は許可するにあたり、あらかじめ学識経験者等で構成する委員会の意見を聴くも

のとする。 

 

緩和される建築物の絶対高さ制限の上限（市街地環境　認定）

高度地区の種類 絶対高さ制限の上限

16ｍ第１種高度地区、16ｍ第２種高度地区 19.0ｍ

19ｍ第２種高度地区 25.0ｍ

25ｍ第２種高度地区、25ｍ第３種高度地区 31.0ｍ

28ｍ第２種高度地区、28ｍ第３種高度地区 34.0ｍ

31ｍ第２種高度地区、31ｍ第３種高度地区 37.0ｍ

緩和される建築物の絶対高さ制限の上限（市街地環境　許可）

高度地区の種類 絶対高さ制限の上限

15ｍ第１種高度地区 18.0ｍ

16ｍ第１種高度地区、16ｍ第２種高度地区 22.0ｍ

19ｍ第２種高度地区 28.5ｍ

25ｍ第２種高度地区、25ｍ第３種高度地区 37.5ｍ

28ｍ第２種高度地区、28ｍ第３種高度地区 42.0ｍ

31ｍ第２種高度地区、31ｍ第３種高度地区 45.0ｍ
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（
最
高
限
度
） 

 

９ 総合設計許可制度等を活用する建築物の特例 

次の各号の一に該当する建築物で区長が認めたものについては、絶対高さ制限に係

る規定は適用しない。 

(1) 基準法第５９条の２、第８６条第３項及び第４項に基づく許可を受けた建築物

で、当該建築物の高さが６０メートルを超えないもの 

(2) マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）第１０

５条に基づく許可を受けた建築物で、当該建築物の高さが６０メートルを超えない

もの 

(3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第１８条に

基づく許可を受けた建築物で、当該建築物の高さが６０メートルを超えないもの 

 

１０ 絶対高さ制限既存不適格建築物の建替えに関する特例 

(1) 本項の規定を告示する日において、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しく

は模様替の工事中の建築物のうち、絶対高さ制限に係る規定に適合しない部分を有

する建築物（絶対高さ制限に係る規定に適合するに至った建築物を除く。）の建替え

を行う建築物で、既存の規模の範囲内での建替えであると区長が認めたものについ

ては、絶対高さ制限に限り適用しない。ただし、６「地区計画等の区域内の建築物

の特例」の規定（第１号ただし書きの規定を除く。）の適用を受ける建築物は、この

限りでない。 

(2) 第１号において、区長の認定を受け建替えを行った建築物で、災害等の発生によ

り特別な措置が必要なものと区長が認めて許可したものについては、絶対高さ制限

に限り適用しない。この場合において、区長は許可するにあたり、あらかじめ学識

経験者等で構成する委員会の意見を聴くものとする。 

 

１１ 絶対高さ制限に係る経過措置 

本項の規定の告示の日以前又は告示の日から起算して５年を超えない日までに建物

の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第６２条第１項、第６９条第

１項、又は第７０条第１項に規定する建替え決議に基づく建築物で、区長が認めたも

のについては、当該建築物に係る絶対高さ制限について、なお従前の例による。 

 

10



 

種 類 面 積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 
備

考 

（
最
低
限
度
） 

 

既決定地区 

 

・世田谷通り 

 地区 

・ 目 黒 通 り 

 地区 

 

 

約  ha 

42.6 

 

建築物の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）

の最低限度は７メートルとする。 

ただし、次の各号の一に該当する建築物又は建築物の部

分については、この規定は適用しない。 

(1)  都市計画施設の区域内の建築物 

(2)  高さが７メートル未満の建築物の部分の水平投影面

積の合計が建築面積の２分の１未満かつ１００平方メ

ートル未満の建築物の当該部分 

(3)  増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が施

行令第１３７条の７第１号及び第２号に定める範囲の

もの 

(4)  付属建築物で平屋建のもの（建築物に付属する門又

はへいを含む。） 

(5)  地下若しくは高架の工作物又は道路内に設ける建築

物その他これらに類するもの 

(6)  その他の建築物で特定行政庁（当該建築物に関する

基準法上の事務について権限を有する特定行政庁をい

う。）が公益上又は土地利用上やむを得ないと認めて許

可したもの 

 

小 計 約  ha 

42.6 

  

  合 計 
約  ha 

5,595.5 

  

 

「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」 

 

理由： 世田谷西部地域上祖師谷・給田地区地区計画の変更及び長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律の一部改正に伴い、土地利用上の観点から検討した結果、高度地区を変更する。 
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都市計画の案の理由書  

 

 

１  種類・ 名称  

  東京都 市計画 高度地 区 （ 長期 優良住宅法 改正関 連 ）  

 

２  理  由  

世田谷区は 、「世 田谷区 都市整 備方 針（平成２ ７年４月 ）」 で

めざす将来 都市像 の実現 、及び 社 会情勢の変 化等に 対応す るた

め、建築 物の高 さ及び敷 地面積 に 関するルー ルの見 直しの 基本

的考え方（以 下「基本 的考え 方」と いう。）に基づき、平成３ １

年４月に、 高度地 区を変 更した。  

この度、 長 期優良 住宅の 普及の促 進に関する 法律（ 平成２ ０

年法律第８ ７号 ）（以 下「長期 優良 住宅法」と いう 。）の 一部改

正により、 長期優 良住宅 法第５条 第１項 に 基 づく認 定長期 優良

住宅につい て、一 定の敷 地面積を 有し、市街 地の環 境の改 善に

資すると認 められ る場合 には、特 定行政庁の 許可に よ る容 積率

制限緩和規 定が設 けられ た。  

このこ とにつ いて 、 基本 的考え 方 に 則し 、市街 地の環 境の 改

善に資 すると 認めら れる 場合の 高 度地区 の特例 として 定め た総

合設計 許可制 度 及び マン ション の 建替え 等の円 滑 化に 関す る法

律の 容 積許可 制度 と 同様 の誘導 が 期待で きるこ とから 、高 度地

区の 特例 に 追加す る 変更 を行うも のである 。  

 

参考１  

12



高度地区_総合設計許可制度等を活用する建築物の特例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜総合設計許可制度等を活用する建築物の特例＞ 

建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方 

（平成２９年９月世田谷区都市計画審議会答申） 

（絶対高さ制限の指定方針／基本的考え方） 

絶対高さ制限を定める「規制」と合わせて、緑化の推進、空地の確保、防災性の向上などにも対

応し、市街地環境の向上に資する建築を「誘導」するための規定を定めます。また、公共公益施設

の建築や既存建築物の建て替えに対応するための特例を定めます。 

（総合設計許可制度に基づく許可を受ける建築） 

今回の見直しでは、市街地環境の向上に資する建築として、許可を受ける容積率を活用で

きる絶対高さ制限の上限を定めます。 

（マンション建替法容積率許可制度に基づく許可を受ける建築物） 

今回の見直しでは、市街地環境の整備改善に資する建築として、許可を受ける容積率を活

用できるよう、絶対高さ制限の上限を定めます。 

参考２ 
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